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前期基本計画の施策体系 
 

 本市の将来都市像「幸せつながる みんなのまち よしかわ」を実現するため、前

期基本計画の施策体系は以下のとおりとなっています。 

 なお、第５章パートナーシップ部門は、第１章～第４章のすべての部門に関連し、

横断的な取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幸せつながる みんなのまち よしかわ 

幸福実感を 

高める 

共に生き、 

共に創る 
 

誇れるまちを

未来へ 

第 1 章 

（こ
ど
も
・学
び
部
門
） 

人
を
育
む
ま
ち
づ
く
り 

第 2 章 

（健
康
・福
祉
部
門
） 

支
え
合
う
健
や
か
な
ま
ち
づ
く
り 

第 3 章 

（生
活
・産
業
部
門
） 

安
心
と
賑
わ
い
の
ま
ち
づ
く
り 

第 4 章 

（都
市
・環
境
部
門
） 

快
適
で
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

パートナーシップによるまちづくり 

（パートナーシップ部門） 
第 5 章 

将来都市像 

まちづくりの基本理念 

まちづくりの目標 

施策体系イメージ図 
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まちづくりの目標 施策名  施策の展開 

第１章 
人を育むまちづくり 

（こども・学び部門） 

第１節 

妊娠・出産・子育て

の切れ目のない支援

の充実 

（１） きめ細かな妊娠・出産・子育て支援 

（２） 子どもの健やかな成長の支援 

（３） 配慮が必要な子ども・家庭への支援 

（４） 若者支援 

第２節 

安心して子育てできる

環境の充実 

（１） 地域で子育てを支える体制づくり 

（２） 子育て環境の充実 

第３節 

家庭と地域の 

教育力の向上 

（１） 家庭教育学級の充実 

（２） 地域の教育力の活用 

（３） 地域と学校の連携・協力 

第４節 

未来を切り拓く力を

培う学校教育の充実 

（１） 確かな学力の育成 

（２） 健やかな心と身体の成長 

（３） 非認知能力の育成 

（４） 地域と歩む学校づくり 

（５） 教育環境と学校施設の整備 

（６） 教職員の指導力の向上 

（７） 進学機会の確保 

第５節 

青少年健全育成の充実 

（１） 教育相談活動の充実 

（２） いじめや不登校の早期対応・解消 

（３） 健全育成活動の充実 

（４） 非行防止活動の充実 

第６節 

生涯学べる環境づくり 

（１） 学びの機会の拡充 

（２） 市民参加による事業の推進 

（３） 学びに関する情報の提供 

（４） 学習内容の充実 

（５） 生涯学習施設の整備充実 

（６） 人材情報の活用と充実 

（７） 団体の育成・支援 

第７節 

文化芸術でつながる

まちづくり 

（１） 文化財の保護・保存 

（２） 歴史資料の収集・調査・保存・活用 

（３） 文化財愛護活動の推進 

（４） 文化芸術活動の促進 

（５） 施設の整備充実 

（６） 多様な分野での文化芸術活動の活用 
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まちづくりの目標 施策名  施策の展開 

第２章 
支え合う健やかな 

まちづくり 

（健康・福祉部門） 

第１節 

共に支え合う 

地域福祉の推進 

（１） 支援体制の構築 

（２） 地域福祉活動の支援 

（３） 福祉意識の醸成 

第２節 

いきいき暮らせる 

高齢者福祉の推進 

（１） 高齢者の社会参加の促進 

（２） 地域の支え合いの向上 

（３） 高齢者の日常生活の支援 

（４） 介護予防の充実 

（５） 介護保険事業の充実 

第３節 

互いに尊重し合う 

障がい福祉の推進 

（１） 障がい者の社会参加の促進 

（２） 地域の支え合いの向上 

（３） 障がい者の地域生活の支援 

（４） 適切な保健・医療と療育の提供 

第４節 

市民に寄り添う 

自立支援と社会保障 

（１） 生活保護制度の適正な運用 

（２） 生活困窮者自立支援事業の充実 

（３） 国民健康保険給付の適正化 

（４） 
国民健康保険制度・ 

後期高齢者医療制度の健全な運営 

（５） 国民年金の制度周知 

第５節 

地域医療体制の充実 

（１） 医療情報の発信 

（２） 救急医療体制の充実 

（３） 在宅医療の推進 

第６節 

生涯を通じた 

健康づくりの推進 

（１） 生活習慣病予防の推進 

（２） 感染症予防の推進 

（３） 食育の推進 

（４） 歯科口腔保健の推進 

第７節 

スポーツでつながる

まちづくり 

（１） 健康・体力づくりの推進 

（２） 
スポーツ・レクリエーション活動の 

支援 

（３） スポーツ環境の整備 

（４） 多様な分野でのスポーツの活用 
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まちづくりの目標 施策名  施策の展開 

第３章  

安心と賑わいの 

まちづくり 

（生活・産業部門） 

第１節 

みんなで備える 

防災・減災の推進 

（１） 危機管理体制の充実 

（２） 防災・減災施設等の充実 

（３） 地域における減災力の向上 

（４） 災害に対する市民意識の向上 

第２節 

みんなで守る防犯と

交通安全の推進 

（１） 防犯体制の充実 

（２） 交通安全意識の高揚 

（３） 道路交通環境の整備 

第３節 

安心して暮らせる 

消防・救急体制の強化 

（１） 消防組織体制の充実 

（２） 防火対策の推進 

（３） 救急・救助体制の充実 

第４節 

消費者の安全・安心

の確保 

（１） 消費者被害の防止 

（２） 消費者団体の活動支援 

第５節 

魅力ある農業の振興 

（１） 農業経営の活性化 

（２） 農業・農産物のＰＲ 

（３） 農業拠点施設整備の推進 

（４） 生産基盤の整備 

第６節 

賑わいある商業の 

振興 

（１） 経営の安定化 

（２） 
消費拡大・販路拡大につながる 

情報発信 

第７節 

活力ある工業の振興 

（１） 経営の安定化 

（２） 工業地整備の推進 

（３） 企業の立地推進 

第８節 

誰もが働きやすい 

環境づくり 

（１） 就労機会の拡大 

（２） 勤労者福利厚生の充実 

第９節 

シティプロモーション

の推進 

（１） 魅力の再確認と発掘 

（２） 新たな魅力の創出 

（３） 観光事業の充実 

（４） 
戦略的なシティプロモーション活動の

推進 
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まちづくりの目標 施策名  施策の展開 

第４章  
快適で持続可能な 

まちづくり 

（都市・環境部門） 

第１節 

環境にやさしい 

まちづくり 

（１） 地球環境の保全 

（２） 資源循環型社会の推進 

（３） 自然環境の保全 

（４） 快適な生活環境の保全 

（５） 環境配慮意識の醸成 

第２節 

健全な水環境の保全 

（１） 水環境保全の推進 

（２） 下水道事業の管理運営 

（３） 浄化槽の適正管理の推進 

（４） 農業集落排水事業の管理運営 

第３節 

調和のとれた 

都市づくりの推進 

（１） 計画的な土地利用の推進 

（２） 吉川美南駅周辺地域の整備 

（３） 良好な住環境の維持・向上 

（４） 魅力的な地域景観の形成 

（５） 公的住宅等の供給促進 

第４節 

安らぎとうるおいの

あるみどりと公園の

整備 

（１） 公園の適切な維持管理 

（２） 公園の整備と利活用 

（３） 緑化の推進とみどりの保全 

（４） 水辺空間の充実 

第５節 

暮らしを支える 

上水道の充実 

（１） 水道施設の整備 

（２） 水の安定供給 

（３） 水質管理の充実 

第６節 

災害に強い都市の 

整備 

（１） 建築物等の安全性の確保 

（２） 公共インフラ設備の耐震化の推進 

（３） 河川の整備 

（４） 雨水処理施設の整備 

（５） 雨水処理施設管理の充実 

第７節 

快適な道路環境の 

充実 

（１） 幹線道路の整備 

（２） 生活道路の整備 

（３） 道路の維持管理の充実 

第８節 

持続可能な 

公共交通の充実 

（１） 市内公共交通の充実 

（２） 都市間交通の充実 

（３） 交通利便性の向上 
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まちづくりの目標 施策名  施策の展開 

第５章  

パートナーシップ 

によるまちづくり 

(パートナーシップ部門） 

第１節 

平和で互いを認め合う

人権尊重の社会づくり 

（１） 平和意識の高揚 

（２） 人権に関する理解の促進 

（３） 市民相談の充実 

（４） 
多様性を認め合う社会づくりと 

ジェンダー平等の推進 

第２節 

コミュニティ活動と 

市民参画・協働の推進 

（１） 自治会活動の支援 

（２） 地域による地域課題解決の推進 

（３） コミュニティ活動・市民活動の支援 

（４） 多文化共生の推進 

（５） 市民参画の推進 

（６） 多様な主体との協働の推進 

第３節 

市民と行政の情報共有 

（１） 積極的な情報の提供 

（２） 広報の充実 

（３） 
情報公開制度・個人情報保護制度の 

適正な運用 

第４節 

人に優しいＤＸ 

(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)の

推進 

（１） 市民生活におけるデジタル化の支援 

（２） 行政のデジタル化の推進 

第５節 

都市間連携の充実 

（１） 国際交流の充実 

（２） 国内交流の充実 

（３） 広域連携の充実 

第６節 

効果的・効率的な 

行政運営 

（１） 行政運営マネジメントの推進 

（２） 行財政改革の推進 

（３） 地方分権の推進 

（４） 組織体制の整備 

（５） 人事管理の充実 

第７節 

持続可能な財政運営 

（１） 計画的な財政運営 

（２） 財源の確保 

（３） 公有財産マネジメントの推進 
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前期基本計画における施策の構成と考え方 
  

２ 施策の展開 

施策の目的を達成するた

めに、計画期間内に行政

として取り組む内容を示

します。 

施策名（タイトル） 

「施策」は、まちづくりの目標に向けて必要

な取組を目的別に分けたものです。 

施策の目的 

施策としてめざすべき姿

を示し、取組の方向性を

定めます。 

１ 現状と課題 

市民ニーズや社会潮流等

を踏まえながら、現状と

課題を整理します。 

み ほ ん 

関連する主なＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓの１７のゴール（目標）のうち、

施策に関連する主なゴールを示します。 
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み ほ ん 

本文中の「＊」が付いている語句については、182頁より用語解説を掲載しています。 

３ 施策成果指標 

施策の目的の達成に向け

て取り組む施策の展開の

効果を測る指標を設定

し、目標値と目標年度を

示します。 

５ 関連する個別計画・ 

方針等 

参考として関連のある個

別計画や各種方針等を示

します。 

４ みんなでできること 

施策の目的の達成に向け

て、行政以外の吉川市に

関わる方々でできること

を示します。 




